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令和２年度野洲市中期財政見通しの策定について 

 

１．＜策定の目的＞ 
少子化・高齢化の進行、現役世代の減少を踏まえた国における社会保障制度の動

きや経済情勢が変化していく中、本市が独自に抱える行政サービスの課題を踏まえ、

毎年、時点修正を加えながら、翌年度から５年間の財政運営の方針を中期財政見通

しとして策定しています。 

 歳入では、新型コロナウイルス感染症の影響により税収の動向が不透明となるこ

と、歳出においては少子・高齢化の進展による社会保障関係費の増嵩への対応、公

共施設に係る老朽化対策等、財政運営には多くの課題があります。 

  中期財政見通しは、これまでの実績を基にした推計を行い、限られた財源の中で

一定水準の行政サービスを安定的に提供し、かつ展望のある施策に取り組むための

指標を提示するものであり、公平性、公正性、透明性、実現性、持続性の視点にた

ち、適正な行財政運営の確認と、より健全な財政規律の確保に取り組むことを目標

としています。 

 

２．＜財政状況の現状と課題＞ 
 本市の令和元年度決算は、将来負担比率が 53.9％、実質公債費比率が 9.0％とな

り、いずれも前年度から好転しましたが、経常収支比率が前年と同じ 93.3％となり、

依然高い数値で推移しています。 

 また、基金について、恒常的な収支不足に対応するため財政調整基金を取り崩し

て財政運営を行っていること、老朽化施設が増えている中で公共施設等整備基金の

残高が少ない状況であることなどの課題があります。 

 このことから、今後の課題として次の事項が重要な検討項目になると考えます。 

① 経営資源の質の向上や業務改善の取組強化など経営改善方針※1及び経営改善

アクションプラン※２（以下これらを「経営改善方針等」という。）の積極的な推

進に加え、更なる行財政改革の視点をもった取組が必要であること。 

② 限られた財源を重点施策・事業に投資するため、優先順位の設定や適正規模

の見極めを行い、財政負担の平準化を図る必要があること。 

③ 公共施設等総合管理計画※３及び公共施設のあり方※４に基づき、進捗管理を徹

底し、本市の施設の適正配置を進める必要があること。 

④ 野洲市定員管理計画に基づき適正で効果的な人員配置や効率的な組織再編を

行うとともに、計画の定員上限にとらわれることなく、年々増加する人件費を

抑制する必要があること。 

          

※1 野洲市経営改善方針（平成 30 年 10 月策定）  

※2 野洲市経営改善アクションプラン（令和元年８月策定） 

※3 野洲市公共施設等総合管理計画（平成 29 年３月策定） 

※4 野洲市公共施設のあり方（平成 31 年３月策定） 
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３．＜中期財政見通しの前提条件＞       
（１）基本的事項         

過去の決算状況を参考に、令和３年度当初予算時に想定される社会制度、施策

等を踏まえ、普通会計ベースで推計します。 

 

（２）試算の期間         
中期的な財政見通しの期間は、令和３年度から令和７年度までの５年間としま

す。 

 

（３）試算の対象         
   普通会計を対象とします。      

  

 【注】「普通会計」とは、本市の場合、一般会計（介護予防支援事業等を除く。）、

墓地公園事業特別会計、基幹水利施設管理事業特別会計及び土地取得特別会計

を対象とします。 

          

（４）推計方法         
令和２年度決算見込み及び令和３年度予算を基本とし、収支の見込みを可能な

限り把握することを前提に、今後の財政状況を推計します。なお、推計に当た

っては、市税、扶助費、物件費等過去の決算の推移等をもとに、係数を乗じて

算出しています。 

     

（５）項目ごとの具体的な前提条件       
令和４年度以降の各年度における収支の見込みにあっては、次表のとおり一定

の条件をもとに推計します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　【歳入】

　　【歳出】

繰越金

　投資的経費に係る国・県支出金については、現行の補助率に基づ
き、計画を進めている事業を盛り込んで推計した。
　扶助費等については、これまでの決算及び令和３年度当初予算額を
もとに算入される補助率を推計した。

　決算剰余金を４億円と設定し、財源不足分に財政調整基金を充てる
ことを基本として推計した。

国・県支出金

繰入金

　決算剰余金を４億円と設定し、決算見込額を同額として推計した。

　投資的経費にかかる市債については、計画額で算定し、現行の充当
率により推計した。
　臨時財政対策債は、現行制度が継続することを見込んで推計した。

　これまでの決算の推移をもとに、令和３年度当初予算額を基準とし
て主要事業ごとに伸び率を設定して推計した。

公債費
　既発債の償還計画に、現在着手している計画に伴う新発債を加算し
て推計した。また、一時借入金利子については令和３年度当初予算額
をもとに一定額を見込んだ。

市債

その他の歳入
　令和３年度当初予算額の特殊事情を控除し、売却可能な土地を処分
する方針で収入を推計した。

人件費
　定員管理計画に基づき、各年度の退職者数と採用者数を踏まえ推計
した。また、給与改定分についても一定額を見込んだ。

市　　　　　税

地方譲与税・交
付金等

地 方 交 付 税

分担金・負担金

　令和３年度当初予算額を基準に、国の試算やこれまでの決算の推移
をもとにしながら、推計した。

  令和３年度当初予算額を基準に、これまでの決算の推移をもとにし
ながら、制度改正を見込んで推計した。

　普通交付税については、令和２年度決算見込額及び令和３年度当初
予算推計額をもとに推計した。
　特別交付税については、令和３年度当初予算額をベースに総額抑制
の動きをもとに推計した。

　令和３年度当初予算額と同程度として推計した。

物件費・維持補
修費・補助費等

　これまでの決算の推移及び令和３年度当初予算額を踏まえ推計し
た。

扶助費

投資的経費
　計画に基づき進めている主要事業及び例年取り組む事業分を加えて
推計した。

その他の歳出 　令和３年度当初予算額と同程度で推移するものと推計した。

積立金
　決算剰余金の１／２以上を財政調整基金に積み立てることを基本に
推計した。

出資金・繰出金

　上水道及び病院事業の出資金並びに工業団地、国民健康保険、後期
高齢者医療及び介護保険の繰出金についてそれぞれ推計した。特に、
後期高齢者医療及び介護保険への繰出しは令和３年度当初予算額に対
して１％と２％の伸び率を見込んだ。
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　【歳入】 （単位：千円）　

8,707,200 8,799,164 8,502,131 9,235,418 9,386,818 9,464,739 9,601,018

1,360,609 1,504,757 1,620,600 1,568,700 1,568,900 1,569,100 1,570,786

2,262,506 2,078,600 2,063,000 1,953,000 1,813,000 1,742,000 1,654,000

普通交付税 1,964,959 1,768,600 1,753,000 1,643,000 1,503,000 1,432,000 1,344,000

特別交付税 297,547 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000

4,607,153 10,411,900 4,706,900 4,210,300 4,045,900 4,074,400 4,139,300

1,845,880 562,700 773,900 785,100 488,100 297,100 301,100

1,833,897 4,828,883 2,928,800 3,348,000 2,587,100 1,586,500 1,559,300

うち臨財債振替額 617,717 852,533 1,180,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000

2,320,452 2,233,481 1,695,354 1,783,986 1,757,507 1,928,516 1,815,507

分担金及び負担金 424,480 367,260 388,374 388,374 388,374 388,374 388,374

使用料及び手数料 618,108 481,842 535,547 535,547 535,547 535,547 535,547

財産収入 200,233 77,331 22,932 54,364 27,885 198,894 27,885

寄付金 16,642 3,201 3,001 3,001 3,001 3,001 3,001

繰越金 528,654 836,147 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

諸収入 532,335 467,700 345,500 402,700 402,700 402,700 460,700

22,937,697 30,419,485 22,290,685 22,884,504 21,647,325 20,662,355 20,641,011

　【歳出】 （単位：千円）　

10,488,108 11,217,756 11,667,941 11,462,879 11,552,346 11,628,770 11,731,704

人件費 3,886,655 4,316,456 4,725,141 4,592,779 4,569,146 4,536,070 4,468,004

扶助費 3,996,560 4,436,200 4,402,300 4,513,500 4,591,400 4,673,200 4,759,100

公債費 2,604,893 2,465,100 2,540,500 2,356,600 2,391,800 2,419,500 2,504,600

6,679,457 11,528,000 5,656,600 5,563,000 5,506,400 5,523,800 5,525,100

物件費 3,624,420 3,661,500 3,596,500 3,434,600 3,434,600 3,434,600 3,434,600

維持補修費 70,914 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

補助費等 2,984,123 7,786,500 1,980,100 2,048,400 1,991,800 2,009,200 2,010,500

1,914,170 4,923,700 2,745,000 3,533,100 2,177,400 966,300 902,500

3,025,213 2,290,601 1,820,788 1,924,859 2,010,793 2,142,576 2,081,245

積立金 650,064 347,164 203,817 203,000 203,000 203,000 203,000

貸付金・出資金 807,749 319,537 26,371 81,059 146,493 197,376 204,845

繰出金 1,567,400 1,623,900 1,590,600 1,640,800 1,661,300 1,742,200 1,673,400

22,106,948 29,960,057 21,890,329 22,483,838 21,246,939 20,261,446 20,240,549

830,749 459,428 400,356 400,666 400,386 400,909 400,462

区分

野 洲 市 の 中 期 財 政 見 通 し　（ 普 通 会 計 ）

地方交付税

国、県支出金

繰入金

地方譲与税・交付金等

市税

令和７年度

歳入歳出差引

その他

計

市債

区分

計

一般行政経費

義務的経費

投資的経費

その他

令和７年度

令和元年度
決算額

令和２年度
決算見込額

令和３年度 令和４年度

令和２年度
決算見込額

令和元年度
決算額

令和６年度令和５年度令和４年度令和３年度

令和５年度 令和６年度
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主な項目別の概要と今後の見通し 

【歳入】 
○市税 ･･･ 新型コロナウイルス感染症の影響による経済の落込みにより、令和３年度にお

いて法人市民税及び個人市民税は、減収見込みとなりますが、国における経済対策の実施

等により、コロナ前の水準に回帰することが見込まれていることから、令和４年度以降は

１％～４．４％の間での増収見込みとしています。なお、都市計画税については、令和４

年度からの収入を見込んでいます。  
○地方交付税 ･･･ 令和３年度は、市税の減収見込みにより地方交付税（臨時財政対策債含

む。）の総額は増えますが、令和４年度以降は市税の増収を見込んでおり、その分の普通交

付税が減少する見込みです。 

  

○市債 ･･･ 大規模な投資的事業の実施を見込んでおり、令和５年度まで高い水準となって

います。それ以降は、事業の優先順位を明確にし、全体事業を見極めることで市債の増嵩

を抑えていく見込みとしています。  
○その他歳入 ･･･ 地方消費税交付金等各種交付金については、国税・県税と連動するもの

であり、国による制度改正や経済情勢に影響を受けることから、必要な情報収集等歳入額

の見極めに努めていく必要があります。 
 また、将来的に利用目的のない市有地は、財産処分により財産収入の一定の確保を見込ん

でいます。  

       0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

令和元年度

決算額

令和２年度

決算見込額

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

項目別歳入額

その他

市債

繰入金

国、県支出金

地方交付税

地方譲与税・交付金等

市税

（単位：千円）
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【歳出】 
○義務的経費（人件費・扶助費・公債費） ･･･ 人件費は、会計年度任用職員を含む定員管

理計画をもとに推計し、高い水準で推移する見込みです。また、扶助費については対象者

の増加や制度の拡充により障がい者自立支援事業費などの増加が見込まれます。公債費に

ついても、投資的事業の実施や臨時財政対策債の発行により当面増加傾向で推移する見込

みです。歳入の減少を踏まえ、働き方改革の推進による時間外勤務の削減を図るなど人件

費の抑制や効果的な事業の選択等が必要です。  
○一般行政経費（物件費・維持補修費・補助費等） ･･･ 物件費は、長期継続契約、自治体

クラウドの推進等により削減に努めているため増加は見込んでいません。維持補修費も増

加は見込んでいませんが、公共施設の老朽化が進むことから、効果的な管理手法の検討や

既存施設の統廃合による経費の縮減が必要です。また、補助費等は、公平性、公正性、公益

性、時代適合性等の観点から見直していくことが必要です。  
○投資的経費 ･･･ 公共施設の改修・更新やインフラ整備等が該当する投資的経費は、中主

小学校と野洲北中学校の大規模改修事業や新発達支援センターの整備、総合体育館大規模

改修事業により今後も一定の経費が必要となっているため令和５年度までは高水準で推移

する見込みです。その後も、公共施設の改修事業が控えていることから、当面は、重点事

業を中心に年度間のスケジュール調整で対応することとし、施設の統廃合を積極的に進め

る中で経費抑制を行うことが必要です。  
○その他歳出（積立金・出資金・繰出金）･･･ 積立金は、各年度における財源不足分を財政

調整基金から繰り入れることを見込んでいるため、計画的な財政運営に努め、基金への積

立てを行い、後年度へ備えることが必要です。特に、老朽化施設の大規模改修等が見込ま

れることから、特に公共施設等整備基金への積立てが必要です。 
繰出金は、医療や介護に係る費用が増加することに伴い、法定負担分の繰出金の増加を見

込んでいます。  

   
0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

令和元年度
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義務的経費

（単位：千円）
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（単位：千円）

平成30年度
決算

令和元年度
決算

令和２年度
決算見込

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

1,726,345 1,605,727 1,583,892 1,276,892 917,892 671,892 666,892 567,892

274,781 345,116 315,464 152,812 122,812 92,812 2,812 2,812

197,662 397,927 262,372 162,817 2,817 2,817 2,817 2,817

27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500

46,425 34,239 34,306 34,330 330 330 330 330

51,516 51,558 51,597 51,562 51,562 51,562 51,562 51,562

5,404 7,010 8,410 9,810 11,210 12,610 14,010 15,410

236,171 220,118 217,119 210,400 210,600 210,800 211,000 211,200

91,700 4,000 0 0 0 0 0 0

10,001 10,001 10,002 10,002 10,002 2 2 2

2,667,505 2,703,196 2,510,662 1,936,125 1,354,725 1,070,325 976,925 879,525

財政調整基金

      　計

地域振興基金

減債基金

市立病院整備運営基金

公共施設等整備基金

墓地公園整備基金

湖岸地域振興基金

ふるさと水と土基金

まちづくり基金

市営住宅整備基金

上記のうち財政調整基金の推移と推計

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

平成30年度… 令和元年度… 令和２年度… 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

1,726,345
1,605,727 1,583,892

1,276,892

917,892

671,892
666,892

567,892

（単位：千円）

安定保有規模想定額 ≒ 20億

決算見込決算決算

最低保有規模

想定額≒6億円

普通会計における基金残高見込み（決算ベース） 

次の表は、令和３年度から令和７年度までの各年度の不足額を財政調整基金及びその他基

金を活用するとした場合の基金残高の推移です。                   
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地方債残高の推移と推計 

  
まとめ 
本市では、これまで諸課題を解消するため学校の耐震化、新クリーンセンターの稼

動、学童保育所の整備など市民生活に直結する事業について積極的に取り組んできま

した。その中で、利活用の見込めない土地については、売却や貸付けにより財産収入

の確保を図ってきたところです。 

  

今後も更なる課題への対応や市民ニーズに即した公共サービスを安定的に提供し

ていくためには、安定した財政運営を持続的に行っていく必要があります。 

このことから、歳入においては、市税、税外収入のほか、ふるさと納税制度の積極

的な活用による自主財源の確保を行うこと、国・県の補助金や地方交付税措置の有利

な市債の活用により一般財源の負担を減らすこと、歳出においては、経営的な視点で

業務や施設の現状把握と課題整理を的確に行い、市民のため、まちのために必要な事

業として改善や再構築（スクラップ・アンド・ビルド）を念頭に進めていくことが必

要です。 

 

なお、財政調整基金残高は、今後の予定事業への対応などから減少する見込みとな

っており、令和７年度において最低保有規模想定額の６億円を下回る見通しです。歳

 （単位：千円）

平成30年度
決算

令和元年度
決算

令和２年度
決算見込

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

27,124,576 26,167,875 25,538,833 27,044,024 27,545,855 28,640,691 28,936,396 28,199,857 

▲ 2,431,217 ▲ 2,462,939 ▲ 2,342,292 ▲ 2,426,969 ▲ 2,253,164 ▲ 2,291,395 ▲ 2,323,039 ▲ 2,415,054 

908,500 1,216,180 2,994,950 1,748,800 2,168,000 1,407,100 406,500 379,300 

566,020 617,717 852,533 1,180,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000 

26,167,879 25,538,833 27,044,024 27,545,855 28,640,691 28,936,396 28,199,857 27,344,103 

※臨時財政対策債とは、普通交付税として交付すべき財源が不足した場合、その不足額を地方自治体が市債を発行し、

　これに要する元利償還金を、全額後年度の普通交付税に算入するもので、実質普通交付税の代替財源となっています。

　計

既発債残高

当該年度償還額

新規発行債

臨時財政対策債

22,000,000

23,000,000

24,000,000

25,000,000

26,000,000

27,000,000

28,000,000

29,000,000

平成30年度

決算

令和元年度

決算

令和２年度

決算見込

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

26,167,879 

25,538,833 

27,044,024 

27,545,855 

28,640,691 
28,936,396 

28,199,857 

27,344,103 
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出では義務的経費が大きなウエイトを占めており、更に老朽化が進む施設への対応が

必要となることから、今後より一層厳しい財政運営が続くことが想定されます。 

 

以上を踏まえると、今まで以上に経営改善を意識した取組が必要であり、経営改善

方針等の見直しにより、更に踏み込んだ行財政改革に取り組んでいく中で効率的な行

財政運営を行うことが必要と考えます。 


